




はじめに 

 

 近年、外国人県民は増加の傾向にあります。また、国際結婚、経済のグロー

バル化の進展等により、国を越えた人の移動が活発化しています。2018 年 12

月には、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」

が成立し、今後も外国人県民は増加していく可能性があります。 

 

 このような中で、県内の公立学校（小学校・中学校・高等学校・義務教育学

校・中等教育学校・特別支援学校）には平成 30 年５月１日現在、3,152 名の

外国人児童生徒が在籍しています。そのうち、日本語指導が必要な外国人児童

生徒は 1,002 名で、281 校に在籍しています。また、出身国もさまざまで、

その言語は 30 言語にわたります。 

 

これまで、外国人児童生徒の居住は大都市や大都市近郊など、限られた地域

に集中する傾向がありましたが、近年では全国的に散在化が進んでいます。兵

庫県でも、外国人児童生徒の居住は県内各地域に広がり、散在化と多言語化が

すすんでいます。 

 

このような状況から、全ての学校において、外国人児童生徒の受入に関する

理解を深め、その体制づくりと適切な支援が求められています。 

 

外国人児童生徒の受入において特に重要なのは「初期対応（受入後１ヶ月）」

です。日本語指導が必要な外国人児童生徒の学校生活への早期適応や日本語理

解は、初期対応のあり方によって大きく異なると言われています。 

   

このたび、「初期対応」のあり方を示すとともに実践事例や教材等の資料を収

録した『外国人児童生徒受入初期対応ガイドブック』を一部改訂しましたので、

ぜひご活用ください。 

 

なお、「子ども多文化共生センター」のホームページには、これまでに作成し

た子ども多文化共生教育にかかわる関係資料を掲載しています。あわせてご活

用ください。 

 →http://www.hyogo-c.ed.jp/~mc-center/index.html 

  



















 

第２章 具体的な取組 

１ 受入時の対応 

ア 受入時までにしておく準備 

ア 母語と日本語が分かる支援者の手配  

受入時には、教育課程や学校のきまり等を保護者に理解してもらうためにも、

母語と日本語がわかる人に同席してもらう必要がある。各学校においては、  

保護者ボランティアを募るなど、地域のボランティアバンクを整備しておくと

ともに、市町教育委員会や国際交流協会、兵庫県教育委員会子ども多文化共生

センターへ、ボランティア紹介を依頼するなどの準備をすすめておく。 

 

【母語と日本語が分かる支援者の手配の方法例】 

① 子ども多文化共生サポーター制度の活用 

 ・ 県教育委員会の事業で、日本での在留期間１年未満（県立学校は２年未

満）の日本語指導が必要な外国人児童生徒等を対象に、母語を話せる支援

者を派遣する制度。 

・ 市町教育委員会を通じて県教育委員会事務局人権教育課へ申請をする。 

② 子ども多文化共生ボランティア制度の活用 

・ 外国人児童生徒を対象に日本語指導や通訳、翻訳、母語指導を行った

り、授業で異文化紹介を行ったりするボランティアを紹介する制度。交

通費等は依頼者負担。 

・ 兵庫県教育委員会子ども多文化共生センターへ申請する。 

③ 多言語相談員制度の活用 

  外国人児童生徒等とその保護者に対して、学校への受入に関する様々な説

明、保護者面談、教育相談等を行うときの母語通訳者として多言語相談員を

公立学校等に派遣する制度。 

・ 兵庫県教育委員会子ども多文化共生センターへ申請する。 

 

 

 

 

 

イ 保護者に理解してもらうことを順序立てて、整理しておく 

一度に多くの事柄を保護者に伝えても、十分には理解できない。伝えたいこと、

お願いしたいこと、知りたいことなどを簡潔に整理しておく必要がある。 

 

ウ 保護者に面接を行うことを確実に伝える 

事前に保護者へ、面接を行う場所、時間、面接内容などを伝え準備を促す。

この時、口頭だけでは正確に伝わらないこともあるので、メモなどを書いて渡

す方がよい。 
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〒659-0031 芦屋市新浜町１－２ 県立国際高等学校内 

TEL 0797-35-4537 FAX 0797-35-4538 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~mc-center 








































